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■ ご利用にあたって 

 

１ 図表中の「n」(number of caseの略)とは回答者総数(または該当者質問での該当者数) 

のことで、100％が何人の回答に相当するかを示す比率算出の基数です。 

なお、性別・年齢階層別・居住地域別の数値は、それぞれの属性の無回答者を除外して 

あります。 

 

２ 数値(％)は単位未満を四捨五入していますので、総数と内訳の計が一致しないことも 

 あります。 

 

３ 職業別は次のように分類しました。 

(1) 働いていない 

(2) 正規雇用で働いている 

(3) パートやアルバイト等、非正規雇用で働いている 

(4) 法人の経営者・役員として働いている 

(5) 自営業・家族従業者（商工・サービス業・自由業等）として働いている 

(6) 自営業・家族従業者（農林漁業）として働いている 

(7) その他 

 

４ 比較している県・国の調査は、県は新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課が 

令和 2年 8月～9月に、国は内閣府が令和元年 9月に、それぞれ実施したものです。 
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